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清
代
乾
隆
年
間
に
お
け
る
官
僚
と
塩
商

(
一
）

両
淮
塩
引
案
を
中
心
と
し
て

滝

野

正

二

郎

は

じ

め

に

中
国
前
近
代
、
特
に
明
清
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
国
家
及
び
社
会
を
支
え
た
主
要
な
交
通
路
は
大
運
河
と
長
江
で
あ
っ
た
。
大
運
河
は
経
済
先
進

地
域

で
あ
る
江
南
と
、
政
治
的

・
軍
事
的
に
重
要
な
地
域
で
あ
る
華
北
と
を
結
ぶ
南
北
経
済
流
通
の
主
要
な
交
通
路

で
あ
り
、
ま
た
長
江
は
、
そ
の

経
済
先
進
地
、
江
南
と
、
こ
れ
と
社
会
的
分
業
を
な
す
地
域
で
あ
る
江
西

・
湖
広

・
四
川
等
と
を
結
ぶ
主
要
な
交
通
路

で
あ

っ
た
。
こ
の
二
つ
の
交

通
路
が
交
叉
す
る
の
が
、
揚
州
を
中
心
と
す
る
両
淮
地
方
で
あ
る
。
加
え
て
、
揚
州
の
北
方
、
准
北
の
准
安
に
お
い
て
、
西
北
方
か
ら
黄
河
、
西
方

か
ら
准
河
が
、
そ
れ
ぞ
れ
大
運
河
に
流
入
し
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
、
全
中
国
の
広
域
経
済
流
通
に
お
い
て
こ
の
地
方
が
占
め
る
重
要
性
は
非
常

に
大
き
な
も

の
で
あ

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
地
方
に
お
け
る
物
貨
流
通
の
状
況
を
探
る
こ
と
は
、
全
中
国
的
な
広
域
経
済
流
通
を
考
え
る

う
え
で
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

前
近
代
社
会
の
広
域
経
済
流
通
に
お
い
て
、
国
家
が
そ
の
重
要
な
契
機
を
保
有
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
中
国
も
、
そ

の

一
つ
で
あ
る
。
中
国

国
家
は
広
大
な
領
域
を
中
央
集
権
に
よ

っ
て
統

一
し
て
い
る
国
家
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
広
域
経
済
流
通
に
対
し
て
重
大
な
関
心
を
寄
せ
、
直
接
的

・

間
接
的
に
そ
れ
を
管
理
し
よ
う
と
し
、
或
い
は
、
そ
れ
を
自
ら
の
財
政
運
営
に
利
用
し
て
き
た
。
明
清
時
代
に
お
い
て
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
筆

ハ
　

ね

者
が
前
稿

で
扱

っ
た
常
関

(紗
関
)
制
度
や
、
糧
米
を
南
か
ら
北

へ
輸
送
す
る
漕
運
制
度
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
国
家
と
流

通

・
遠
隔
地
商
業
と
の
関
係
を
探
る
こ
と
は
当
該
国
家
の
財
政
の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
国
家
の
基
盤

に
あ
る
社
会
の

一
面

を
も
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

清
朝
国
家
が
物
資
流
通
に
関
係
を
持

っ
た
も
の
と
し
て
、
先
述
し
た
以
外
に
も
塩
政
が
あ
げ
ら
れ
る
。
塩
は
、
人
間
の
生
活

に
欠
く
こ
と
が
で
き



な
い
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
産
地
が
限
定
さ
れ
、
専
売
及
び
課
税
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
専
売
制
を
施
行

し
た

一
つ
の
理
由
で
は

あ
る
が
、
ま

た

一
つ
に
は
、
山
西
商
人

・
新
安
商
人
と
い
わ
れ
る
明
清
代
の
代
表
的
商
人
集
団
の
中
核
に
塩
商
が
位
置
し
て
い
る
よ
う
に
、
塩
は
遠

隔
地
商
業

に
お
い
て
流
通
さ
せ
ら
れ
る
商
品
の
中
で
枢
要
な
位
置
に
あ
り
、
こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
商
業
を
把
握
す
る
う
え
で
効
果
が
あ
る
と

目
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
清
朝
塩
政
の
中
で
両
淮
塩
区
は
中
国
広
域
経
済
流
通
の
要
に
位
置
し
、
そ
の
行
塩
区
内
に
、
江
蘇

・
安
徽

・
江

西

・
河
南

・
湖
北

・
湖

　
　

　

南

・
貴
州

七
省
、
約
二
百
六
十
州
県
庁
を
含
み
、
百
六
十
八
万
余
引
を
額
引
と
し
て
、
清
朝
各
行
塩
区
中
最
大
の
規
模
を
誇

っ
て
い
た
。
本
稿
で
は
、

乾
隆
三
十
三
年
、
こ
の
両
淮
行
塩
区
に
お
い
て
発
覚
し
た

「
両
淮
塩
引
案
」
等
と
呼
ば
れ
る
疑
獄
事
件
を
素
材
と
し
て
、
そ
の
塩
政
に
た
ず
さ
わ
る

　
ヨ

ソ

官
僚
及
び
塩
商

の
行
動

・
人
間
関
係
を
分
析
し
、
清
朝
国
家

(社
会
)
に
お
け
る

「官
」
、と

「商
」

の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、
事
件

の
経
緯

両
淮

塩
引
案
は
、
吉
慶

・
高
恒

・
普
福
の
三
人
が
相
い
継
い
で
両
淮
塩
政
と
な
っ
た
乾
隆
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
塩
引
の
預
提

表1乾 隆9～32年 の塩政 と塩運使

運 使塩 政

朱続暉
〃

〃

箭隆安
〃

〃

郭一裕

何燗,呉 嗣爵

呉嗣爵

盧見曽

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

趙之壁
〃

〃

〃

〃

〃

鄭大進

吉慶
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

普福
〃

吉慶

普福

〃

〃

高恒
〃

〃

〃

〃

〃

〃

普福
〃

〃

尤抜世

乾 隆9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

に
関
連
し
て
発
生
し
た
不
正
事
件
で
あ
る
。

塩
引
の
預
提
に

つ
い
て
佐
伯
富
氏
は
次
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「乾
隆
時
代
は
塩

務
の
極
盛
時
代
で
、
額
引
は
全
部
暢
錆
し
て

不
足
し
た
の
で
翌
年

の
塩
引
を
繰
上
げ
て
商

ハ
る

　

人

に
与

へ
た
。

こ
れ

を

予

提

と

称

し

た
」
。

つ
ま

り
、

塩

引

に
は

、

毎

年

暢

錆

す

べ

き

額

が

定

め

ら

れ

て

い
る

が

、

そ

れ

が
乾

隆
年

間

に
は

不

足

し

た

た

め

、

翌

年

の

額

引

の

「
前

借
」

が

行

な

わ

れ

、

こ

れ

を

塩

引

の

「
預

(
予

)

提
」

と

い

っ
た

の

で

あ

る
。

な

お

、



乾
隆
十
年
か
ら
三
十
三
年
ま
で
の
塩
政

・
運
使
は
同
治

『
両
淮
塩
法
志
」
巻
三
四
、
職
官
に
よ
れ
ば
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ら

ね

ま
ず
、
こ
の
事
件
の
経
緯
を
追

っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
事
件
が
最
初
に
発
覚
し
た
の
は
乾
隆
三
十
三
年
五
月
末
の
両
淮
塩
政
尤
抜
世

の

奏
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
『高
宗
実
録
」
(以
下

「実
録
』
と
略
す
)
乾
隆
三
十
三
年
六
月
癸
亥
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

癸
亥
…

(中
略
)、
又
諭
、
拠
尤
抜
世
奏
称
、
上
年
普
福
奏
請
、
予
提
戊
子
綱
引
目
、
侃
令
各
商
毎
引
緻
銀
三
両
、
以
備

公
用
。
共
緻
貯
運
庫

銀
、
二
十
七
万
八
千
両
有
零
、
普
福
任
内
、
共
動
支
過
銀
八
万
五
千
余
両
、
其
余
現
存
十
九
万
余
両
、
請
交
内
務
府
査
収
等
語
。

す
な
わ
ち
、
前
塩
政
普
福
任
内
に
、
預
提
塩
引
に
対
し
て
毎
引
三
両
の
緻
銀
を
割
り
つ
け
て
徴
収
し
、
そ
れ
を
公
用
に
あ
て
て
い
た
が
、
そ
の
残

り
が
、
十
九

万
余
両
あ
り
、
そ
れ
を
内
務
府
に
査
収
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
尤
抜
世
は
上
奏
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
奏
に
よ
っ
て
問
題
に
な
っ
た
の

ハ
　

　

は
、
こ
の
預
提
塩
引
毎
引
三
両
の
緻
銀
が
奏
明
を
経
ず
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、
塩
引
の
預
提
は
、
乾
隆
十

一
年
か
ら
二
十

年
間
に
わ
た
り
、
毎
年
二
十
万
～
四
十
万
引
も
行
な
わ
れ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
毎
引
三
両
を
緻
銀
さ
せ
て

い
た
と
す
る
と
、
総

計
は
実
に

一
千
万
余
両
に
上
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
乾
隆
帝
は
、
尤
抜
世
及
び
江
蘇
巡
撫
彰
宝
に
対
し
て
、
速
や
か
に
こ
の
事
件
を
徹
底
清
査

す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
両
人
は
揚
州
で
の
訊
問
の
結
果
を
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

査
、
普
福
任
内
予
提
丁
亥
綱
銀
、
十
八
万
九
千
余
両
、
曽
開
錆
銀
八
万
四
千
余
両
。
惟
是
、
予
提
引
張
銀
両
、

一
切
倶
係
総
商
経
手
、
因
伝
喚

総
商
詳
訊
、
井
令
其
開
出
清
単
。
査
、
歴
年
提
引
各
商
、
共
獲
余
利
銀
、

一
千
九
十
余
万
両
。
拠
称
、
歴
年
弁
貢
及
予
備
差
務
、
共
用
過
銀
、

　
フ

　

四
百
六
十
七
万
余
両
、
尚
有
各
商
未
緻
余
利
銀
、
六
百
数
十
余
万
両
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
余
利
銀
-

預
提
塩
引
毎
引
三
両
が
付
加
さ
れ
た
も
の
ー

の
総
計
は

一
千
九
十
余
万
両
に
及
び
、
貢
物

の
買
弁
や
差
務
に
そ

な
え
る
銀
が
四
百
六
十
七
万
余
両
開
鎗
さ
れ
て
い
る
外
、
六
百
数
十
万
両
が
未
だ
塩
政
衙
門
に
は
納
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
六
百
数
十

万
両
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
続
け
て
、

伏
思
、
此
項
銀
、
必
与
塩
政
等
、
有
暗
行
醜
送
情
弊
。

と
あ
る
よ
う
に
、
密
か
に
塩
政

へ
送
ら
れ
て
い
た
と
予
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
額
に
つ
い
て
は
、

拠
総
商
黄
源
徳

・
江
広
達
等
供
称
、
辛
己
綱
、
両
次
緻
過
高
塩
政
銀
、
八
万
五
千
九
百
余
両
、
丙
戌
綱
、
又
送
銀
四
万
両
、
乙
酉
綱
、
又
送
銀

一
万
両
、
均
係
管
事
人
顧
蓼
懐
経
手
収
進
。

と
あ
り
、
塩
政
高
恒
に
十
三
万
両
余
が
顧
蓼
懐
と
い
う
人
物
を
通
じ
て
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
顧
蓼
懐
は
高
恒

の

「家



人
」

で
は
な

い
か
と
い
う
疑

い
が
も
た
れ
た
が
、
高
恒
の
自
供
に
よ
れ
ば
、

拠
称
、
顧
蓼
懐
並
非
家
人
。
係
従
前
自
蘇
州
聰
来
弁
貢
之
人
。

一
切
事
務
、
皆
其
経
手
。
此
時
想
現
在
蘇
州
等
語
。

と
あ
礎
、
家
人
で
は
な
く
、
蘇
州
か
ら
、
貢
物
徴
達
の
事
務
の
為
に
招
い
た
人
間
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
顧
蓼
懐
に
つ
い
て
も
、
揚
州
に
お
い

て
取
調
べ
が
行
な
わ
れ
た
が
、

拠
顧
蓼
懐
供
称
、
自
乾
隆
二
十
三
年
四
月
起
、
至
二
十
七
年
閏
五
月
、
陸
続
収
過
黄
源
徳
等
五
商
交
付
銀
四
万
八
千
四
百
五
十
九
両
、
並
収
過

洪
充
実
銀
三
万
両
、
又
於
乾
隆
三
十
年
八
月
内
収
過
涯
啓
源
銀

一
万
両
、
倶
係
我
経
収
、
是
実
。
至
洪
充
実
名
下
預
提
辛
已
綱
、
男
有
七
千
五

百
両
。

又
預
提
丙
戌
綱
緻
送
高
塩
政
、
置
弁
班
務
行
頭
銀
四
万
両
、
並
非
我
経
手
、
要
問
高
塩
政
管
総
家
人
張
文
学
的
。
再
我
又
乾
隆
二
十
五

年
収
過
黄
源
徳
等
五
商
銀
、
七
万

一
千
九
百
二
十
八
両
、
送
交
高
塩
政
、
即
発
弁
物
件
応
用
、
此
係
黄
源
徳
等
前
供
遺
漏
未
開
的
。
我
通
共
経

収
銀
、
有

一
十
六
万
三
百
八
十
七
両
、
其
余
並
無
隠
混
。

と
あ
(02
、
高
恒
が
収
納
し
た
銀
は
総
計
二
十
万
七
千
八
百
八
十
七
両
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
十
六
万
三
百
八
十
七
両
が
顧
蓼
懐

の
手
を
経
た
も
の
で
あ

り
、
残
り

の
四
万
七
千
五
百
両
は
、
高
恒
の
家
人
張
文
学
の
手
を
経
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら

の
報
告
に
対
し
て
乾
隆
帝
は
満
足
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

是
前
後
積
算
、
已
及
二
十
万
両
之
多
。
高
恒
身
受
朕
恩
、
乃
敢
騨
意
侵
漁
、
若
此
、
殊
出
意
料
之
外
。
但
思
此
項
銀
両
、
為
数
既
多
、
其
中
或

全
係
高
恒
入
己
、
或
係
顧
蓼
懐
代
弁
貨
物
、
不
可
不
分
晰
査
究
、
偉
款
項
分
明
、
厘
毫
不
致
牽
混
。
若
僅
含
糊
結
局
、
尚
不
足
以
定
高
恒
之
罪
。

と
あ
麺
よ
う

に
、
高
恒
の
も
と
に
緻
送
さ
れ
た
と
い
う
二
十
万
両
余
の
銀
両
が
、
す
べ
て
高
恒
に
よ
っ
て
着
服
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
貢
物
の

買
弁
等
に
使
用
さ
れ
、
高
恒
が
個
人
で
着
服
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
か
、
双
方
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
部
分
が
前
者
で
、
ど

の
部
分
が
後
者
な
の
か
、

明
白

で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
後
、
調
査
が
進
め
ら
れ
、
顧
蓼
懐
は
京
師
に
押
送
さ
れ
て
軍
機
大
臣
の
訊
問
を
受

け
た
。諭

軍
機
大
臣
等
、
拠
彰
宝
等
解
到
顧
蓼
懐

一
犯
、
並
取
具
画
押
供
詞
、
即
交
軍
機
大
臣
提
訊
。
拠
顧
蓼
懐
供
、
経
手
銀
十
五
万
余
両
、
倶
係
代

商
人
置
弁
物
件
、
並
無
交
与
高
恒
収
受
情
節
、
与
揚
州
所
取
之
供
、
全
不
相
符
。
詰
其
因
何
供
詞
互
異
情
由
、
則
称
、
在
揚
州
時
、
承
審
之
揚

州
府
知
府
、
不
准
説
是
代
弁
物
件
、
勒
令
供
称
緻
進
高
恒
署
内
等
語
。
…

(中
略
)
・:
所
有
顧
蓼
懐
供
詞
、
及
開
出
総
帳
、
著
寄
交
彰
宝
等
、

伝
集
衆
商
、
詳
細
訊
問
、
如
顧
蓼
懐
所
供
情
節
、
及
所
開
帳
目
、
与
当
日
原
弁
情
形
、
悉
皆
符
合
、
則
無
庸
置
問
、
該
撫
等
即
行
取
供
奏
聞
、



若
衆
商
指
出
顧
蓼
懐
供
詞
不
実
、
伊
等
易
有
証
拠
可
葱
、
即
令
総
商
等
、
公
議
出
二
人
、
随
楊
魁
等
同
来
、
与
顧
蓼
懐
質
対
、
将
此
伝
諭
彰

宝

・
尤
抜
世
、
知
之
。

と
あ
麺
ご
と
く
、
軍
機
大
臣
の
訊
問
を
受
け
た
顧
蓼
懐
は
自
供
を
翻
し
た
。
自
分
が
経
収
し
た
十
五
万
余
両
は
全
て
高
恒
の
も
と

へ
緻
送
し
た
と
い

う
揚
州
で
の
自
供
は
、
取
調
べ
に
あ
た
っ
た
揚
州
府
知
府
楊
魁
ら
の
強
要
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
は
、
そ
れ
ら
の
金
は
全

て
自
分
が
商
人
の
代

　む
　

理
と
し
て
買
弁
す
る
た
め
使
用
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
顧
蓼
懐
の
証
言
は
塩
商
ら
の
再
度
の
自
供
と
も
符
合
し
な
か

っ
た
が
、
最
終
的
に

は
、
次
の
よ
う
な
形
で
決
着
を
見
た
。

軍
機
大
臣
等
奏
、
両
潅
提
引

一
案
、
前
因
顧
蓼
懐
到
京
供
詞
、
与
揚
州
所
供
不
符
。
将
承
審
之
揚
州
府
知
府
楊
魁

.
甘
泉
県
知
県
竜
燦
眠
、
及

総
商
江
広
達
等
、
来
京
質
対
。
縁
顧
蓼
懐
初
到
揚
州
時
、
因
無
高
恒
可
質
、
即
妄
供
交
高
恒
収
受
。
及
至
解
京
、
又
以
無
商
人
可
質
、
即
称
係

商
人
託
令
弁
物
。
其
実
顧
蓼
懐
経
手
之
十
五
万
両
、
係
高
恒
託
令
向
商
支
銀
製
弁
物
件
、
並
非
高
恒
尽
行
侵
用
、
亦
非
商
人
託
令
代
弁
、
承
審

ハ
ね
　

官
委
無
用
刑
勒
供
情
事
、
但
不
能
細
加
詰
問
、
殊
属
疎
忽
、
応
将
楊
魁
等
及
同
審
之
道
員
、
交
部
察
議
。
従
之
。

す
な
わ
ち
、
顧
蓼
懐
が
経
収
し
た
十
五
万
余
の
銀
両
は
、
商
人
に
代
わ

っ
て
顧
蓼
懐
が
買
弁
し
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
高
恒

が
全
て
を
着
服
し
た

の
で
も
な
く
、
高
恒
が
商
人
か
ら
銀
を
出
さ
せ
て

「物
件
」
(恐
ら
く
貢
物
)
を
買
弁
さ
せ
る
の
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
高
恒
は
、

　と

銀
三
万
二
千
両
を
収
受
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
罪
を
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
方
、
普
福
に
関
し
て
問
題
と
な

っ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　ハ
ソ

普
福
任
内
、
則
牧
受
丁
亥
綱
銀
、
私
行
開
錆
者
、
已
八
万
余
両
。

す
な
わ
ち
、
八
万
余
両
の

「私
行
開
錆
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

普
福
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
の
は
、
三
度
目
に
両
淮
塩
政
に
着

い
た
任
期
中
の
三
十

一
年

二
二
十
二
年
分
の
預
提
塩
引
余
利
銀
の
処
理

に
つ
い
て
で
あ
る
。
『乾
隆
棺
」
第
三

一
輯
、

一
〇
七
頁
、
乾
隆
三
十
三
年
六
月
二
十
日
の
尤
抜
世

.
彰
宝
の
奏
摺
に
次

の
よ
う
に
あ
る
。

…
…
乾
隆
三
十

一
年
普
福
任
内
、
預
提
丁
亥
綱
二
十
五
万
引
、
除
准
北
五
万
引
、
向
来
余
利
無
多
、
不
令
緻
銀
外
、
其
准
南
二
十
万
引
、
普
福

派
給
各
商
未
緻
銀
者
、
計
十
三
万
七
千
七
十
六
引
、
其
毎
引
緻
銀
三
両
者
、
計
六
万
二
千
九
百
二
十
四
引
、
普
福
収
銀
十
八
万
八
千
七
百
七
十

二
両
、
除
在
外
開
錆
銀
八
万
四
千
六
十
七
両
、
其
余
銀
十
万
四
千
七
百
四
両
零
。
普
福
解
交
内
務
府
銀
、
六
万
九
千
二
百
七
十
七
両
零
、
又
解

内
務
府
抵
換
金
銀
牌
課
計
銀
三
万
五
千
四
百
二
十
六
両
零
。
再
乾
隆
三
十
二
年
、
預
提
戊
子
綱
、
二
十
五
万
引
、
除
准
北
五
万
引
、
向
無
余
利



不
令

緻
銀
外
、
其
准
南
二
十
万
引
、
普
福
派
給
各
商
領
運
、
計
十
万
七
千

二
百
九
十
五
引
、
倶
未
緻
銀
、
其
余
九
万
二
千
七
百
五
引
、
係
運
司

趙
之
壁
護
印
任
内
、
派
商
領
運
、
毎
引
緻
銀
三
両
、
共
収
銀
、
二
十
七
万
八
千

一
百
十
五
両
、
除
在
外
開
鎗
銀
、
八
万
五
千
四
百
七
十
六
両
零
。

其
余

十
九
万
二
千
六
百
三
十
八
両
零
、
即
係
臣
尤
抜
世
現
在
奏
請
起
解
之
数
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
十

一
年
に
は
丁
亥
綱
六
万
二
千
九
百
二
十
四
引
に
つ
い
て
毎
引
三
両
、
総
計
十
八
万
八
千
七
百
七
十

二
両
の
余
利
銀
を
徴
収

し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
う
ち
十
万
四
千
七
百
四
両
を
内
務
府
に
解
送
し
、
八
万
四
千
六
十
七
両
を
在
外
開
鎗
し
た
。
ま
た
、
三
十
二
年
に
は
、
戊
子

綱
九
万
二
千
七
百
五
引
に
つ
い
て
毎
引
三
両
、
総
計
二
十
七
万
八
千
百
十
五
両
の
余
利
銀
を
徴
収
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
、
普
福
は
揚
州
に
お
ら
ず
、

塩
運
司
使
趙
之
壁
が
塩
政
任
務
を
代
行
し
て
い
た
の
で
、
普
福
の
責
任
範
囲
外
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
従

っ
て
普
福
の
三
度
目
の
任
内
で
問
題

に
な

っ
た
の
は
、
三
十

一
年
の

「在
外
開
鎗
銀
」
八
万
四
千
六
十
七
両
で
あ
る
。
こ
れ
が
先
述
し
た
よ
う
に

「私
行
開
鎗
」

し
た
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
普
福
自
身
が
着
服
し
た
分
が
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
最
終

的
に
は
、

軍
機
大
臣
会
同
刑
部
議
奏
、
原
任
両
淮

塩
政
高
恒

・
普
福
侵
蝕
塩
引
余
息
、
高
恒
収
受
銀
三
万
二
千
両
、
普
福
私
銷

銀

一
万
八
千
八
百
余
両
、

均
応
照
例
擬
斬
、
監
候
、
秋
後
処
決
。
顧
蓼
懐
包
撹
漁
利
、
応
依
律
擬
絞
、
監
候
、
秋
後
威
決
。
従
之
。

ハあ
　

と
あ
る
よ
う
に
、
高
恒
は
三
万
二
千
両
を
収
受
し
、
普
福
は

一
万
八
千
八
百
余
両
を
私
に
開
鎗
し
た
と
し
て
斬

に
処
せ
ら
れ
、
顧
蓼
懐
も
、
買
弁
に

関
す
る
包
撹
漁
利
の
罪
で
絞
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

前
掲
表
1
に
よ
れ
ば
、
塩
引
の
預
提
が
問
題
と
な
っ
た
こ
の
時
期
、
最
も
長
く
塩
運
司
使
の
任
に
就
い
て
い
た
の
は
盧
見
曽

で
あ
る
。
こ
の
盧
見

曽
は
、
こ
の
事
件
が
発
覚
し
た
時
、
既
に
離
任
し
、
故
郷
の
山
東
省
徳
州
に
帰

っ
て
い
た
が
、
彼
も
こ
の
事
件
に
関
係
し
て
い
る
と
見
て
、
調
査
が

行
な
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

而
盧
見
曽
亦
査
有
令
商
代
弁
物
件
、
不
行
発
価
銀

一
万
六
千
余
両
。

　り
　

と
あ
り
、
代
弁
の
費
用

一
万
六
千
余
両
を
商
人
に
渡
さ
ず
、
着
服
し
た
ほ
か
、

刑
部
議
覆
、
江
蘇
巡
撫
彰
宝
奏
、
原
任
両
淮

塩
運
使
盧
見
曽
、
隠
匿
提
引
銀
両
、
私
行
営
運
寄
頓
、
照
例
擬
絞
、
監
候
、
秋
後
処
決
。
応
如
所

奏
。
従
之
。

　あ
　

　ね
　

　
ね
　

と

あ

り
、

提

引

銀

両

を

隠

匿

し

、

そ

れ
を

商

人

に
貸

し
与

え

て
運

用

(
ー1
営

運

)
さ

せ

た

り
、

他

人

に
預

け

た

り

し

た

罪

で
絞

に
擬

せ

ら

れ

て

い
る

。



な
お
、
盧
見
曽
に
関
し
て
は
、
興
味
深
い
事
実
が
あ
る
。

疑
獄
事
件
が
発
覚
す
る
と
、
そ
れ
に
関
係
し
た
と
見
ら
れ
る
官
員
に
つ
い
て
は
家
産
を
調
査
し
て
そ
の
差
し
押
さ
え
("
査
封
)を
行
な
う
が
、
盧

ハ
ハ
ソ

見
曽
の
徳
州

で
の
家
産
を
調
査
し
た
折
、家
中
に
は
銭
数
十
千
が
あ
る
ば
か
り
で
、金
銀
首
飾

.
衣
物
も
ま
た
ほ
と
ん
ど
存
在

し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は

事
前
に
他
家

へ
賀
財
を
預
け
隠
匿
("
寄
頓
)
し
た
た
め
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
、
こ
の
事
件
の
発
覚
を
事
前
に
洩
ら
し
た
人
物
の
存
在
が
予
測
さ
れ
た
。

大
学
士
劉
統
勲
等
奏
。
審
訊
盧
見
曽
寄
頓
賞
財

一
案
、
先
後
究
出
向
盧
見
曽
認
為
師
生
之
候
補
中
書
徐
歩
雲
、
伊
戚
翰
林
院
侍
読
学
士
紀
的
、

井
軍
機
処
行
走
中
書
趙
文
哲
、
軍
機
処
行
走
郎
中
王
艇
、
漏
洩
通
信
、
応
照
例
擬
徒
。
其
刑
部
郎
中
黄
駿
昌
、
信
口
伝
説
、
業
経
革
職
、
応
母

庸
議
。
得
旨
、
徐
歩
雲
与
盧
見
曽
、
認
為
師
生
、
此
等
緊
要
案
件
、
敢
於
私
通
信
息
、
以
致
盧
見
曽
予
行
寄
頓
、
甚
属
可
悪
。
著
発
往
伊
梨
、

効
力
賦
罪
。
紀
的
謄
顧
親
情
、
檀
行
通
信
、
情
罪
亦
重
。
著
発
往
烏
魯
木
斉
、
効
力
賄
罪
。
余
依
議
。

と
あ
麺
に
よ
れ
ば
、
盧
見
曽
に
機
密
を
洩
ら
し
た
の
は
候
補
中
書
徐
歩
雲

・
翰
林
院
侍
読
学
士
紀
的

・
軍
機
処
行
走
中
書
趙
文
哲
、
軍
機
処
行
走
郎

中
王
艇

・
刑
部
郎
中
黄
駿
昌
で
あ

っ
た
。
こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
徐
歩
雲
で
あ
り
、
彼
は
、
揚
州
の
書
院
に
お
い
て
盧
見
曽
と
は
師
弟
-

盧

見
曽
が
師
、
徐
歩
雲
が
弟
子
1

の
関
係
で
あ
り
、
ま
た
、
紀
的
は
盧
見
曽
の
子
盧
謙
の
妻
が
自
分
の
娘
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
淮

塩
政
に
お
け
る

　お
ソ

疑
獄
事
件
の
発
覚
を
盧
見
曽
に
密
告
し
た
の
で
あ

っ
た
。
彼
ら
は
、
先
に
見
た
通
り
徒
罪
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
事
件
の
重
要
人
物
が

一
人
い
る
。
そ
れ
は
楊
重
英
と
い
う
人
物
で
あ
る
。

彼
の
経
歴

に
つ
い
て
は

『乾
隆
棺
」
第
三

一
輯
、
四
二
六
頁
、
乾
隆
三
十
三
年
七
月
二
十
六
日
、
尤
抜
世
に
次
の
よ
う
に
あ

る
。

伏
査
、
楊
重
英
初
任
通
州
運
判
、
至
乾
隆
十
九
年
閏
四
月
陞
授
監
製
同
知
、
至
乾
隆
二
十
五
年
六
月
卸
事
、
計
在
監
製
任
内
、
六
年
有
余
。
伊

交
卸
監
禦
同
知
印
務
後
、
経
塩
政
高
恒
奏
准
、
留
於
両
淮

弁
差
、
於
乾
隆
二
十
七
年
二
月
奉
旨
補
授
揚
州
府
知
府
、
在
任

三
年
、
及
陞
任
道
司
、

又
約
有
二
載
。
伊
在
両
淮

服
官
最
久
、
塩
政
吉
慶
高
恒

・
普
福
、
皆
為
統
轄
上
司
相
待
倶
好
、
其
監
製
任
内
之
本
官
運
司
、
惟
盧
見
曽

一
人
、

縁
盧
見
曽
、
係
乾
隆
十
八
年
到
任
、
至
二
十
七
年
九
月
卸
事
、
楊
重
英
与
盧
見
曽
、
上
下
同
官

一
気
十
載
、
逢
迎
結
納
、
朋
比
営
私
、
誠
如
聖

諭
、
実
情
理
所
必
有
。
…
…

(中
略
)
…
…
又
拠
各
商
供
称
、
楊
重
英
係
吉
慶
喜
悦
保
陞
監
製
同
知
:
・…

　
　
ソ

つ
ま
り
、
彼
は
、
乾
隆
十
四
年
に
通
州
運
判
に
就
任
し
て
以
来
、
三
十
年
ま
で
、
実
に
十
六
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
両
淮

の
地
に
在
官
し
た
の
で

あ
り
、
し
か
も
、
各
塩
政
と
の
関
係
も
よ
く
、
吉
慶
か
ら
は
保
陞
を
受
け
、
ま
た
、
高
恒
か
ら
は
、
弁
差
の
た
め
に
揚
州
に
留
ま
る
よ
う
奏
准
を
受

け
て
い
る
。



「実
録
」
乾
隆
三
十
三
年
七
月
戊
戌
に
、

戊
戌

、
諭
軍
機
大
臣
等
、
拠
彰
宝
等
査
奏
、
楊
重
英
寄
頓
商
衆
営
運
、
及
交
同
知
程
堂
収
貯
銀
、
共
有
五
万
二
千
余
両

。

　
ゐ
　

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
多
額
の
銀
両
を
商
人
に
預
け
運
用

(
　
営
運
)
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
は
、
「実
録
」
乾
隆
三
十
三
年
八
月
丙
辰
に
、

諭
、
拠
彰
宝
等
査
出
、
楊
重
英
於
監
製
同
知
任
内
、
自
乾
隆
十
九
年
、
至
二
十
六
年
、
勒
詐
両
淮
商
衆
賊
銀
、
三
万
五
千
余
両
之
多
。

と
あ
り
、
塩
商
に
強
要
し
て
、
銀
両
を
索
取
す
る
な
ど
の
こ
と
も
し
て
い
た
。
し
か
し
、
楊
重
英
が
如
何
に
処
分
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
史

料
の
後
文

に
、
「逐

一
査
明
、
厳
加
議
処
」
と
あ
る
ば
か
り
で
、
最
終
的
に
い
か
に
結
審
し
た
か
に
つ
い
て
、
管
見
の
限
り
、

「実
録
」
に
は
、
そ
の

記
述
が
な

い
。

最
後
に
、
商
人
の
処
分
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

当
然
、
商
人
ら
が
こ
の
事
件
以
前
に
得
た
職
街
は
剥
奪
さ
れ
て
は
い
る
が
、
塩
商
と
し
て
営
業
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
預
提
塩

引
に
関
わ

る
余
利
銀
等
の
分
賠
が
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
節
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
預
提
塩
引
に
毎
引
三
両
ほ
ど
付
加
さ
れ
る
余
利
銀

に
は
、
六
百
数
十
万
両
の
未
緻
分
が
あ
り
、
こ
れ
に
、

一
応
開
錆
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の

「浮
開
」
と
み
な
さ
れ
る
も
の
、
ま
た
、
各
塩
政
及
び
家

　
あ
　

人
等
に
着
服
さ
れ
る
な
ど
し
た
も
の
を
加
え
、
総
計

一
千
十
四
万

一
千
七
百
六
十
九
両
六
銭
を
分
賠
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「清
史
稿
」
巻

一
二
一二
、
食
貨
四
に
よ
れ
ば
、

其
款
勒
商
追
賠
、
至
四
十
七
、
四
十
九
両
年
、
乃
先
後
諮
免
三
百
六
十
三
万
二
千
七
百
両
有
奇
。
後
遇
大
経
費
、
商
人
但
籍
輸
将
之
数
、
分
限

完
納
。

一
二
限
後
、
率
皆
施
欠
。

と
あ
り
、
結
局
は
完
賠
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『実
録
」

を
中
心
と
し
て
、
こ
の
事
件
を
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
の
事
件
に
は
、
塩
政
の
差
遣
傾
向
、
塩
引
の
預
提
と
貢
物
の
買
弁
、
営
運
生
息

銀
等
の
問
題
が
あ
る
。
次
節
か
ら
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
、
康
煕
～
乾
隆
期
の
関
差
及
び
塩
政
の
差
遣
傾
向

ま
ず
、
こ
の
事
件
の
中
心
人
物
で
あ
る
高
恒
と
普
福
の
経
歴
を
見
て
み
よ
う
。



高
恒
、
字
立
斎
、
満
州
鑛
黄
旗
人
、
大
学
士
高
斌
子

乾
隆
初

戸
部
主
事

(以
麿
生
)

戸
部
郎
中

山
海
関
監
督

准
安
関
監
督

張
家
口
監
督

署
長
盧
塩
政

天
津
総
兵

22
両
淮

塩
政

29

上
駆
院
卿

(伍
管
両
淮

塩
政
)

30

署
戸
部
侍
郎

総
管
内
務
府
大
臣

　　
　

32

署
吏
部
侍
郎

　お
　

普
福
、
満
州
鑛
黄

(正
黄
)
旗
人

乾
隆
14

准
安
関
監
督

(以
内
務
府
六
庫
郎
中
)

17
両
淮

塩
政

19

長
盧
塩
政

20

両
潅
塩
政

　お
　

22

准

安

関

監

督

(
ー

28
年

6
月

18

日

)

28

～

29

不

明

。

29

蘇

州

織

造

(
兼

管

潜

駆

関

監

督

)

30
両
淮

塩

政



　　
　

33

河
東
塩
政

右
に
よ

っ
て
わ
か
る
通
り
、
こ
の
両
人
は
長
年
に
わ
た
り
、
各
塩
政

・
常
関
監
督
を
歴
任
し
た
と
い
う
経
歴
上
共
通
の
特
徴
を
持

っ
て
い
る
。
こ

こ
で
、
こ
の

「
両
淮
塩
引
案
」

の
背
景
の

一
つ
と
し
て
、
康
煕

・
雍
正

・
乾
隆
期
に
お
け
る
常
関
監
督
差
遣
の
傾
向
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
弛
。

乾
隆
年

間
に
お
け
る
常
関
監
督
任
命

の
種
別
に
つ
い
て
乾
隆

『大
清
会
典
』

(以
下

『大
清
会
典
』
は
編
纂
年
号
に
よ
っ
て

『乾
隆
会
典

』
等
と

略
す
。
)
巻

一
六
、
戸
部
、
関
税
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

凡
直
省

関
務
、
或
差
京
官
監
督
、
或
以
督
撫
総
理
、
或
以
将
軍

・
織
造

・
塩
政
兼
理
。
京
差
由
部
疏
請
、
歳
周
更
代
。
督
撫
委
所
属
道
府
専
司

之
、
具
疏
以
聞
。

つ
ま
り
、
①
京
官
の
差
遣
に
よ
る
も
の
、
②
督
撫

(と
く
に
巡
撫
)
の
兼
理
に
よ
る
も
の
、
③
将
軍

・
織
造

・
塩
政
の
兼
理
に
よ
る
も
の
に
分
け

表2乾 隆18年 における税収及び監督の差遣

監督の本官乾隆18年 税収関 名

①内務府官

②蘇州織造

①内務府官

①内務府官

②安徽巡撫

③福州将軍

②盧鳳兵備道

③杭州織造

②江蘇巡撫

②四川巡撫

②広東巡撫

③江寧織造

①内務府官

②江西巡撫

②浙江巡撫

②江蘇巡撫

③長盧塩政

未詳

②湖北巡撫

未詳

②山東巡撫

①中央司官

①中央司官

未詳

①中央司官

515,188

495,226

354,234

325,163

316,825

314,448

287,920

216,562

201,908

163,114

137,297

129,915

102,175

90,682

87,654

77,509

74,569

63,008

53,967

45,820

43,305

41,617

32,200

23,365

20,000

(1)専海 関

(2)濤壁 関

(3)九江 関

(4)准安 関

(5)蕪湖 関

(6)閏海 関

(7)鳳 陽 関

(8)南北 新 関

(9)揚州 関

(10)慶関

(11)太平 関

(12)竜江 西 新 関

(13)京師 崇 文 門

(14)鞍関

(15)漸海 関

(16)江海 関

(17)天津 関

(18)梧廠

(19)武昌廠

(2の尋 廠

(21)臨清 関

(22)荊関

㈱ 山海 関

(24澗安 関

(25脹家 口

税収については乾 隆会典
により、監督 の本官 につ

いては,各 地方志,及 び
「乾隆椹」より大体 の傾向

を示 した。

①京官か らの差遣
②督撫の兼官

③将軍 ・織造 ・塩政兼理。

ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
乾
隆
十
八
年
の
税
収
順
位

に
従

っ
て
表
に
す
る
と
表
2
の

よ
う
に
な
る
。

こ
れ
か
ら
ま
ず
気
付
く
傾
向

は
、
内
務
府
関
連
の
官

(内
務

府
官
及
び
織
造
等
)
の
優
越
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ω
専
海
関
、

②
濤
壁
関
、
㈹
九
江
関
、
淮

安
関
、
㈹
南
北
新
関
、
働
竜
江

西
新
関
、
⑯
京
師
崇
文
門
が
内

務
府
関
連
の
官

で
監
督
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
巡
撫
の
兼
管

に
よ
る
関

が
㈲
蕪
湖
関
を
最
大



と
す
る
の
に
比
較
す
れ
ば
、
内
務
府
関
連
の
官

の
常
関
監
督
差
遣
に
お
け
る
優
越
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
諸
関
の
う
ち
か
ら
、
ω
再
海
関
、

ハぬ
　

　
濡
壁
関
、
　
九
江
関
、
　
淮

安
関
、
　
鳳
陽
関
を
選
ん
で
康
煕
十
年
か
ら
乾
隆
六
十
年
ま
で
の
常
関
監
督
の
任
官
者
を
列
挙
し
た
も
の
が
次

の
表

3
で
あ
る
。

こ
れ
に
従

っ
て
ま
ず
康
煕
年
間
か
ら
傾
向
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
部
分
的
な
地
方
官
に
よ
る
兼
管
を
除
き
、
五
関
全
て
に
お
い
て
関
差
が

一
年
ご
と
に
交
代

し
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
再
任
が
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『雍
正
会
典
」
巻
五
二
、
戸
部
、
関
税
に
、

(康
煕
)
八
年
覆
准
、
各
関
伍
令
六
部
満
漢
官
員
、
論
俸
製
差
。
先
差
過
者
、
不
准
再
差
。

と
あ
る
規
定

に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
再
任
禁
止
の
規
定
は
異
な
る
関
の
間
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
関
の
監
督
を
経
験
し

た
後
、
他

の
関
の
監
督
に
就
く
と
い
う
例
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
う
の
も
、
こ
の
時
期
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。
「製

差
」

の

「製
に

と
は

く
じ
び
き
の

一
種
で
あ
る
製
籔
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
関
の
監
督
が
選
任
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
任
の
禁

止
、
任
期

一
年
の
原
則
の
背
景
に
は
、
関
差
就
任
に
対
す
る
官
界
の
強
い
欲
求
が
存
在
し
、
そ
の
た
め
に
定
額
以
外

の
税
収
　

い
わ
ゆ
る
嵐

(盈
)
余
銀
両
1

を
私
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
関
差
と
い
う

「美
欠
」
を
な
る
べ
く
多
く
の
官
員
に
開
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
性

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
康
煕
末
年
に
な
る
と
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
毎
年
の
定
額
を
満
た
し
得
な
い
関
が
で
て
く
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
が
地
方

　ガ

ソ

官
の
兼
管
に
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
鳳
陽
関
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
康
煕
六
十

一
年
に
至
り
、
雍
正
帝
は
こ
れ
を
全

　
　
　

国
の
常
関
に
拡
大
適
用
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
のこ
れ
を
受
け
て
、
輿
海
関
は
広
東
巡
撫
、
潜
駆
関
は
江
蘇
巡
撫
、
准
安
関
は
漕
運
総
督
、

九
江
関
は
江
西
巡
撫
、
鳳
陽
関
は
安
徽
巡
撫
の
兼
管
と
な
る
。
地
方
官
兼
管
制
の
施
行
は
、
管
関
監
督
に
よ
る
関
税
盈
余
の
私
得
の
否
定
を
意
味
す

る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
関
税
盈
余
の
私
得
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
監
督
の
任
期

一
年
、
再
任

・
重
任
の
禁
止
と
い
う
原
則
の
崩
壊
を
も
意
味
す
る
も

の
で
義

っ
た
。

し
か
し
、
全
国
的
な
地
方
官
兼
管
制
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
雍
正
元
年
、
漕
運
総
督
の
兼
管
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
准
安
関

へ
、
光
禄
寺
少
卿

慶
元
が
差
遣
さ
れ
、
関
差
制
が
復
活
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
乾
隆
前
期
に
か
け
て
、
濤
壁
関

・
九
江
関

・
男
海
関
等
の
大
関
が
次
々
に
地
方
官
兼
管

制
か
ら
脱
落

し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
濤
壁
関
は
蘇
州
織
造
の
兼
管
に
よ
り
、
九
江
関
と
零
海
関
は
内
務
府
官
の
差
遣
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
乾
隆
十
年
代
に
は
、
先
引
し
た

『乾
隆
会
典
』
の
規
定
の
ご
と
く
、
中
央
官
庁
司
官
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ
る
も



表3康 煕10年～乾隆年間の大関監督一覧

康煕10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

専海関

宜爾格図

〃

観音保o

莫音保

釘恕

李烹

襲翔麟

陳学蔓

黒色

沙里布

謝雲従

馬雲祥

呉礼善

黒申

索爾弼

薩暗連

費揚古

海寿

孫斌

安泰

卓仏和

徳政

〃

常索

査爾布

李国屏

紀賓

巴頼

〃

韓楚漢

吟爾金

〃

浄壁関

陳常夏

郭里

碩羅

高瑛

涯世選

那木榿

陶羅

年蛤

那屯

長命

黄懲

高必泓

察音達

桑格o

禅代

桑豪

閏承詔

伊道

馬逸姿

布達理

渾哲

来保o

董殿邦

王藻図

瓦爾達

図爾親

索爾敏

野古鼎

王士俊

紆蘭

来保o

納漢泰

巴錫

李延薦

額克青格

図巴海

華善

清海

劉武

巴泰

招金泰

偏図

索柱

呉善

准安関

丹代

陳肇昌

歌蔓忠

酵坤

他納庫

翁英

那榿

李耀祖

紀爾塔潭,徳明

翻乗思

杜能格

伊塁

馬士貞

江映鰻

杜琳

席特庫

奈馬代

莫礼普

蕗洪緒

夏宗瞬

費雅漢

席爾登

克什特

桑格o

西爾図

違爾漢

瓦哩吟

羅密

馬爾漢

遭図

郭穆索

査林布

訥言

達色

図蘭

職

勒奇納

松山

希達

窪吟哩

蘇赫

〃

森図

党古札

呉爾賓

常徳

九江関

金世卿,劉 穀,申 奇猷

野淑布,柊 国埼

尚天禄

劉果

郭孝

阿劇密

張天覚

タ泰

辛保

伊世泰

薫永藻

鶉

諏日章

劉起竜

陳国柱

科爾坤

張懸斌

王鳴裂

劉元禄

那斉礼

劇木章

尼什吟

郭奇

保徳

那倫泰

呉進泰

荊山

雅僚

朱爾錫

朝爾代

保住

趨徳

郡宝

葬吉禄

勒色里

達吟塔

紆琳

達錫

雅図

鳳陽関

郭起礼,盧元培

達吟塔,田慶曽

楊鐘岳

諏洪憲

〈高必大〉鳳陽府知府

く 〃 〉の兼管

〈 〃 〉

〈 〃 〉

〈歌継志〉

〈 ク 〉

階布礼

禅布

王之麟

蘇爾特

思　

戴訥

安楮庫

郭礼

孫起給

白特

宋永康

張進孝

款布庫

勒徳

魏純仁

莫色

梁允淳

宝柱

額林徹,伍什

雅爾布

朱満

額爾徳

孫塔
〃

蔭吟斉

金泰

碩色

全宝

〃

阿吟納

劉柱

郭起

法僧,巴福寿

胡新泰

羅岱

〈梁世助〉安徽巡撫



56

57

58

59

60

61

雍 正 元

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

乾隆元

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

19

20

21

22

23

24

25

26

明徳

観音保o

馬泰

傅徳

五十一

薩克素

那山

〈年希亮〉広東巡撫

〈楊文乾〉広東巡撫

〈 〃 〉

〈 〃 〉

〈 〃 〉

揖乗圭

〃

〃

〈毛克明〉広州城守副將

〈 〃 〉

〈 〃 〉

鄭五奏

ク

ク

〃

〈王安国〉広東巡撫

〈 〃 〉

〈朱叔権〉督糧道

β}拉斉o

〈策楊〉将軍

〈 〃 〉

〈準泰〉広東巡撫

くク 〉

〈策樗〉総督

く岳漕〉巡撫〈碩色〉総督

〈碩色〉総督

く蘇昌〉総督
唐英o

李永標o

〃

〃

〃

〃

〈楊応堀〉総督

〈 〃 〉

〈 〃 〉

〈陳宏謀〉総督

尤抜世O

〃

〃

蘇爾禅

戚蘇

節鵠立

喀爾吉善

斉璽

張廷枚

〈何天培〉署理江蘇巡撫

〈胡鳳輩〉蘇州織造

〈高斌〉 〃

〃

〈李乗忠〉蘇州織造

ク

〈高斌〉江蘇布政使
〈海保〉蘇州織造

〈海保〉 〃

〃

ク

〃

〃

〈海保〉 〃

〈郡基〉巡撫
〈海保〉蘇州織造

〈海保〉 〃

〈安寧〉〈愛必達〉布政使

〈図拉〉蘇州織造

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〈台柱〉桑司

〈安寧〉織造o

〃

〃

〃

〈瑞保〉,〈安寧〉織造

〈安寧〉織造

〃

〃

〃

〃

薩木岱

額爾徳赫

く趙世顕〉河督

〃

〃

〈呉存礼〉江蘇巡撫

〈張大有〉総漕,慶 元

慶元

〃

年希尭

ク

ク

〃

〃

ク

ク

〃

〃

く楊応瑠)知 府
く孔伝尉 元南駅塩道

〈董鶴鳴〉鎮江知府
唐英o

唐英o

〈三保〉両淮塩政

準泰,〈托時〉総督

李英,伊 拉斉o

伊拉斉o

〃

〈徐徳裕〉准揚道,倭 赫

倭赫

〃

〃

〃

〃

普福o

ク

〃

高恒o

〃

〃

ク

〈郭永寧〉知府
伊拉斉

伊拉斉,高 恒O

普福o

〃

〃

〃

〃

開泰

喀饗

阿爾黒図

尚義図

※俵 景民〉南康府知府

〈 〃 〉

〈劉均〉饒南九道

く 〃 〉

〈 〃 〉

〈 ク 〉

〈票学瀕〉九江府知府

〈 〃 〉

〈劉均〉饒南九道

〈〃 〉

〈蒙学瀬〉九江府知府

く董文偉〉南康府同知

〈郎燦〉九江府知府

〈李根雲〉広饒九南道

〃

唐英o

ク

〃

〃

〃

〃

ク

〃

〃

唐英o

唐英o

〃

〈朱若嫡〉九江府知府

恵色

唐英o

〃

〃

〃

〈董捨〉九江府知府

尤抜世O

〃

野山

〃

〃

〈李世竜〉 〃

<

<

<

<

<

<

〃

〃

〃

〃

ク

〃

〈 ク

>

>

>

>

>

>

>

〈魏廷珍〉 ク

〈 〃 〉

〈 〃 〉

〈 〃 〉

〈程元章〉 〃

〈 ク 〉

〈 〃 〉

〈徐本〉 ク

〈〃 〉

〈苑爆〉塵鳳道兼官

〃

〃

〈畢誼〉魔鳳道

〃

〈高越〉 〃

ク

〃

〃

〈陳法〉 〃

〈礼山〉 〃

〈書山〉 〃

〈和其衷〉 〃

〃

〈孔硫秀〉 〃
〈毛旭旦〉 〃

〈許松倍〉 〃

〃

〃

〈尤抜世〉o〃

〃

〃

〃

〃

〈宝善〉

〃

ク

(麗柱〉 〃

〃

ク
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

〃 〈蘇昌〉総督

方体浴o〈 蘇昌〉

方体浴o

〃

徳魁

〃

〃

〃〈李侍発〉督

徳魁

〃

〃

〃〈李侍鋤 総督

李文照,徳 魁

徳魁

ク

ク〈楊景素〉

図明阿

〃

〈巴延三〉総督

伊齢阿,李 質頴o

李質頴o

〃

穆騰額

ク

〃 仏寧

仏寧

ク

仏寧く図薩布〉巡撫
〈善徳〉将軍
額爾登布o

額爾登布o
〈郭世勲〉巡撫

〃

盛 住o(56.12か ら)

〃 〈福昌〉将軍

蘇樗額(58.8>か ら

含}璽(59.10)か ら

〈陳宏謀〉巡撫
〈金輝〉蘇州織造
〈確載〉蘇松兵備道

〈薩吟岱〉蘇州織造

〈普福〉o〃

〈薩載〉 〃

〃

〃

〃

〃

〈野文〉 ク

ク

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〈全徳〉o蘇州織造

〃

〃

〃

〈四徳〉 ク

〃

〃

〃

ク

ク

ク

〈奇豊額〉 藩司
〈徴瑞〉o

〈徴瑞〉o

〃

〈奇豊額〉巡撫

〈五徳〉

〈五徳〉

〃

〈奇豊額〉,〈徴瑞〉o

〃

〈高晋〉総督,富 貴

富貴

ク

富貴,〈普福〉両淮塩政
〈李宏〉

方体浴o

〃

〃

〃

〃

〈国棟〉道官
〈陶易〉知府

国棟

伊齢阿(37.11か ら)

〃

寅著o

伊齢阿o

ク

寅著o

ク

〈何文耀〉,〈西寧〉
徴瑞o

〃

全徳o

〃

福海

〃

〃

〈李奉翰〉

徴瑞o

董椿

〃

〃

〃

盛住o

ク

〃

〃

醐

〃

海紹 〈唐埼〉駅塩兼巡
嚢臨道

棚
ク

舘善 〈唐埼〉 〃

伊齢阿o

〃

ク

〃

全徳o

〃

〃

ク

〃

全徳 〈李灌〉
〈李鋳〉按察使

〈額爾登布〉o分 巡広
饒九南兵備道 の兼管

〃

ク

ク

〃

〈穆克登〉分巡広饒九
南兵備道

〈慶礼保〉 ク

〈海紹〉 ク

〃

ク

〈善泰〉 ク

〈福昌〉 ク

〃

〈福英〉 〃

〃

〃

〈全徳〉o〃

ク

〈李永標〉o〃
〈卓爾岱〉 〃

〈卓爾岱〉 ク

〃

〃

〈李質頴〉o〃

〃

〈寅保〉

〈富綱〉

〃

〃

〃

ク

〈棟文〉 〃

ク

ク

〃

〈王帖住〉 〃

ク

〈基厚〉 〃

ク

〈勒保〉 〃

ク

〈永保〉 〃

〃

〃

ク

ク

〃

〈和 齢〉 〃

〈述 徳〉 〃

〈述徳〉 〃

〃

〈づ王昌〉 〃

ク

ク

〃

〃

凡例

註

典拠

〈 〉地方宮による兼管(蘇 州織造を含む〉
()暫 理

o同一,も しくは異なる関で二度以上監督となったもの
※雍正2年 ～乾隆3年 の九江関は江西巡撫が監督を兼管し、所載の官に逃委 した も
のであると思われる。

専海関…道光「専海関志」巻七、設官濡
塁関…香坂昌紀氏「清代濡壁関の研究1」 より

准安関…「続纂潅関統志」巻八題名及 び光緒「准安府志」巻十一、職官
九江関…同治「九江府志」巻二五、職官。なお雍正元年までの差遣年次は引用者の推

定。そのため、康煕末年には3年 のズレが生じる。

鳳陽関…光緒「鳳陽府志」巻六下、秩官表



表4関 差(管関監督)を歴任 したもの

専 海関26年,57年

浄壁 関→淮安関

濤壁 関33年,42年(但 し、旗 が異 な り、別 人の可 能性 あ り。)

観音保

桑格

来保

康

煕

尋海関(乾隆31,49)

九江関→准安関(乾隆37,41)

准安関(乾隆40,43)

九江関→蘇州織造→准安関→九江関

准安関(46,53)→ 蘇州織造

奥海関→淮安関

楓陽関→卑海関

専海関→鳳陽関

徳魁

伊齢阿

寅著

全徳

徴瑞

盛住

李質頴

李永標

乾

隆

蘇州織造(雍正8,乾 隆元)

准安関→九江関→ 再海関→九江関

濡雲関(乾隆4,18)

准安関(乾 隆5,20)

准安関(乾 隆14,22)→ 蘇州織造

(山海関)→ 准安関→(張家口)→准安関

鳳陽関→九江関→ 零海関

魯海関→准安関

海保

唐英

安寧

伊拉斉

普福

高恒

尤抜世

方体浴

雍

正

乾

隆

の
、
巡
撫
等
の
兼
管
に
よ
る
も
の
、
織
造

・
塩
政
等
の
兼
管
に
よ
る
も
の
の
三
種
に
常
関
が

大
別
さ
れ
る
状
態
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
関
差
制
が
復
活
さ
れ
た
場
合

で
も
、
完
全
に
、
康
煕
年
間

の
制
度
に
戻

っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
表
3
か
ら
、
歴
然
と
わ
か
る
よ
う
に
、
雍
正

・
乾
隆
年
間
の
管
関
監
督
は
二

年
以
上
に
わ
た
り
在
関
し
て
管
関
の
任
に
当
た
る
も
の
が
多
く
、
ま
た
、
度
々
再
任
も
行
な

わ
れ
、
さ
ら
に
は
、
同

一
の
人
物

で
複
数
の
関
の
監
督
を
歴
任
す
る
も

の
も
多
数
現
わ
れ
て

い
る
。
表

3
か
ら
そ
れ
を
抜
粋
し
た
の
が
表
4
で
あ
る
。
こ
う
し
た
再
任

・
重
任
が
可
能
な

関
差
選
任
の
方
法
は
、
当
然
な
が
ら
、
康
煕
期
の
よ
う
な
製

籔
で
は
な

い
。
『実
録
」
乾
隆

四
十
五
年
十

一
月
辛
卯
に
、

又
諭
、
向
来
各
部
院
司
員
、
保
送
三
庫

・
税
差

・
銭
局

・
坐
糧
庁
等
項
、
毎
有
将
曽
経

得
差
人
員
、
未
隔
数
年
、
復
行
保
送
者
。

と
あ
る
よ
う
に
、
保
送

(保
証
し
て
推
薦
す
る
こ
と
)
に
よ
っ
て
選
任

さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
保
送
に
よ

っ
て
、
特
定
の
範
囲
の
人
間
が
長
年
に
わ
た
っ
て
管
関

の
任
に
つ
く
と
い
う

傾
向
は
、

一
つ
に
は
、
そ
の
人
物
の
能
力
、
つ
ま
り
、
い
か
に
多
く
の
税
収
を
あ
げ
る
か
と

い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
理
由
は
こ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

乾
隆
帝
は
こ
れ
に
続

い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

不
知
在
京
満
漢
司
員
、
人
数
本
多
、
此
等
得
項
較
優
之
差
、
自
応
令
其
均
需
普
及
、
若

出
差
未
久
、
復
予
保
送
、
則
従
未
得
者
、
未
免
多
有
向
隅
。
嗣
後
、
保
送
此
等
差
使
之

員
、
其
已
経
派
過
者
、
著
於
十
年
後
、
方
准
再
送
。
如
堂
官
等
、
違
例
朦
混
保
送
、
経

朕
査
出
、
及
被
人
参
奏
者
、
即
照
徊
庇
例
議
処
。
著
為
令
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
乾
隆
帝
は
、
か
か
る
再
任
等
の
頻
出
に
難
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
徴
瑞
が
、
五
十
四
年
、
六
十
年
と
十
年
を
置
か
ず
准
安
関
監
督
と
な



っ
て
お
り
、
大
関
監
督
の
差
遣
傾
向
に
お
い
て
は
、
こ
の
上
諭
の
前
後

で
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
。
こ
こ
で
、
「如
堂
官
等
、
違
例
朦
混
保
送
、

云
々
」
と
わ
ざ
わ
ざ
明
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
く
と
も
こ
れ
以
前
の
再
任

・
重
任
の
頻
出
は
、
帝
に
管
関
監
督
等
の
推
薦
を
す
る
段
階
で
官
僚

体
系
内
部

に
お
い
て
何
ら
か
の
操
作
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
少
数
の
人
員

へ
管
関
監
督
の
ポ
ス
ト
が
集
中
し
て
い
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。

こ
う
し
た
再
任

・
重
任
の
傾
向
が
、
こ
の
上
諭
の
下
さ
れ
た
乾
隆
四
十
五
年
以
降
に
も
変
化
が
な
い
こ
と
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
以
降
も
、

そ
う
し
た
官
界
内
部

の
操
作
が
変
り
な
く
続
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
管
関
監
督
11
関
差
と
い
う

「美
欠
」
1

盈
余
を
報
解
し
て

も
、
そ
れ
は
な
お

「美
欠
」

で
あ
る

を
め
ぐ
る
官
界
内
部
の
力
関
係
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
塩
政
　
巡
塩
御
史

の
差
遣
傾
向
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

『雍
正
会
典
」
巻
五

一
、
戸
部
、
課
程
三
、
塩
法
下
、
塩
法
通
例
に
、

凡
官
員
監
理
、
順
治
初
、
差
長
盧

・
両
淮

・
両
漸

・
河
東
巡
塩
御
史
、
各

一
員
、
総
理
直
隷

・
山
東

・
江
南

・
湖
広

・
江
西

・
河
南

・
浙
江

・

山
西

・
陳
西
塩
務
、

一
年
更
差
。
其
福
建

・
広
東

・
広
西

・
四
川

・
雲
南

・
貴
州
六
省
塩
政
、
曹
隷
巡
按
、
後
改
隷
巡
撫
。

と
あ
り
、
各
行
塩
区
の
管
理
に
は
、
巡
塩
御
史

に
よ
る
も
の
と
、
巡
撫
に
よ
る
も
の
の
二
種
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
巡
塩
御
史
に
よ

っ
て

管
理
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
両
淮

・
長
盧

・
河
東

の
三
つ
の
行
塩
区
を
選
び
、
そ
の
塩
政
　
巡
塩
御
史
を
表
に
し
た
の
が
次

の
表
5
で
あ
る
。
こ
こ

で
ま
ず
注
意
を
引
く
の
は
、
こ
の
差
遣
の
傾
向
が
大
関
の
関
差
の
差
遣
傾
向
に
非
常
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
康
煕
十
年
に
、
満
漢
各

一
員

　
　
　

を
差
遣
す
る
制
度
が
改
め
ら
れ
て
以
来
、
康
煕
六
十

一
年
ま
で
少
数
の
例
外
を
除

い
て
、
任
期

一
年
の
制
度
が
厳
密
に
守
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
康

煕
四
十
三
年
か
ら
五
十
六
年
に
か
け
て
曹
寅
と
李
照
が
、
ほ
ぼ
交
代
し
て
両
淮
塩
政
の
任
に
就

い
て
い
る
こ
と
、
並
び
に
遙
色
が
二
十
八
年
も
経
た

後
、
再
任

さ
れ
て
い
る

(但
し
同

一
人
物
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
)
の
を
除
き
全
く
再
任
が
な
い
。
ま
た
異
な
る
塩
区

の
塩
政
を
歴
任
す
る
例

も
両
淮
河
東
の
塩
政
と
な
っ
た
常
寿
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
塩
政
中
に
占
め
る
満
州
人
の
比
率
は
高
く
、
康
煕
二
十
年
代
以
降
の
両

准

・
河
東

、
四
十
年
代
以
降
の
長
薦
で
は
、
漢
人

(漢
軍
八
旗
を
除
く
)
の
塩
政
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。

こ
れ
が
、
雍
正
期
に
入
る
と
全
く
様
相
を
変
え
る
。
両
淮

・
長
盧
で
は
塩
政
の
任
期
が
長
期
化
し
、
河
東
の
塩
政
は
地
方
官
の
兼
管
と
な
る
。
こ

れ
も
関
差

の
場
合
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
こ
の
地
方
官
兼
管
も
大
関
関
差
の
地
方
官
兼
管
制
同
様
、
長
く
は
続
か
ず
、

雍
正
十
三
年
以
降
は
塩
政
が
再
び
差
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。



次
い
で
乾
隆
年
間
は
全
く
こ
の
雍
正
年
間
の
傾
向
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
る
。
任
期
は
ま
す
ま
す
長
期
化
し
、
同

一
の
塩
政

に
十
年
以
上
も
在
官

す
る
も
の
さ
え
出
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
再
任
も
度
々
行
な
わ
れ
、
両
淮

塩
引
案
の
中
心
人
物
、
普
福
は
三
度
、
延
べ
八
年
の
長
き

に
わ
た
っ
て
、
同
じ
両
淮
塩
政
の
任
に
就

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
異
な
る
塩
区
の
塩
政
を
歴
任
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
注
目
す
れ
ば
表
6

の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
再
任

・
重
任
や
異
な
る
塩
区
塩
政
の
歴
任
に
よ
っ
て
、
乾
隆
期
の
塩
政
ポ
ス
ト
も
ま
た
関
差

の
場
合
同
様
、
か
な

り
狭
い
範
囲

の
人
間
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
表

3
と
表
5
の
乾
隆
期
の
部
分
及
び
表
4
を
見
比
べ
る
と
、
そ
こ
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
名
が
非
常
に
似
か
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
各
関
及
び
塩
政
を
歴
任
し
た
も
の
を
表
に
す
る
と
表

7
の
よ
う
に
な
る
。
雍
正

・
乾
隆
年
間
に
お
い
て
は
関
の
監
督
を
経
験
し

た
も
の
の
多

く
が
塩
政
の
任
に
も
就
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
利
益
の
多

い
職
欠
を
争
う
官
界
内
部
の
力
関
係
が
反
映

し
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
が
同
じ
く
経
済
流
通
に
関
係
し
た
ポ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
途
に
熟
練
し
た
人
物
を
こ
れ
ら
の
ポ
ス

ト
に
就
か
せ
、
よ
り
多
く
の
税
収
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
清
朝
国
家
の
意
図
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
管
関
監
督
が
塩
政
に
関
係

す
る
の
は
、
塩
船
を
関
上
で
稽
査
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。

刑
部
左
侍
郎
臣
黄
柄
等
謹
奏
、
為
奏
聞
事
。
綱
査
慶
元
嚇
詐
溢
尚
智

一
案
、
…

(中
略
)
・:
今
将
伊
用
事
家
人
陳
八
爽
訊
、
…

(中
略
)
…
臣

等
復
問
其
、
「此
外
有
無
借
放
与
人
」
。
拠
供

「我
主
児
有
四
万
両
銀
子
、
借
与
塩
商
程
樹
先
、
是
分
半
利
息
、
去
年
九
月
裡
、
我
進
京
去
了
。

是
余
二
経
手
的
。
我
也
有

一
千
両
銀
子
、
借
与
他
生
息
、
是
二
分
利
銭
、
此
事
梅
七
知
道
」
等
語
。
…

(中
略
)
…
拠
程
巨
画
供

「
我
児
子
往

京
裡
去
了
。
我
児
子
、
平
日
時
常
、
与
陳
八

・
余
二
相
与
往
来
、
是
実
。
今
陳
八
既
説
、
我
児
子
借
他
四
万

一
千
両
銀
子
、
我
情
　
認
還
」
…

(中
略
)
…
霜
、
巨
函
准
北
商
人
、
縁
塩
船
経
過
准
関
、
屡
被
前
任
慶
監
督
措
勒
遅
留
、
商
男
程
樹
先
至
関
催
船
、
因
与
内
使
余
二

.
陳
八
相

　
あ
　

識
、
不
料
伊
等
自
雍
正
三
年
九
月
起
、
陸
続
借
与
商
男
銀
四
万

一
千
両
。
今
陳
八
供
出
。

こ
れ
は
雍
正
元
年
～
四
年
の
准
関
監
督
慶
元
が
多
量
の
銀
両
を
私
得
し
た
こ
と
に
関
す
る
奏
摺
で
あ
る
が
、
彼
は
関
税
収
入
の

一
部
を
塩
商
に
貸

与
し
利
息
を

と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
管
関
監
督
の
正
当
な
業
務
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
面
で
、
管
関
監
督
は
既
に
塩
商
と
関
係
を
持

っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
関
係
を
清
朝
は
利
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
塩
商
相
手
に
、
公
的

な
財
政
収
入
を
資
本

と
し
た
高
利
貸
的
経
営
を
実
行
す
る
に
は
、

一
年
の
任
期
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
長
期
の
任
期
を
必
要
と
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。



表5康 煕10年 ～乾隆年間の 両潅 ・長萱 ・河東塩政 一覧

康 煕10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

両淮

陳可畏,色 克徳

簸爾古

劉錫

魏双鳳

黄英

席珠

都浴
〃

布恰
丹代
堪泰

装充美
張志棟

査納吟
奇書

鳴薩里
陶式玉

徳珠

穆舘
呉達吟
喀拝

観音布
買色

常寿
雅図

辛保
穆書

卓琳
阿爾法

赫碩色
満普

羅謄
幅世図

く曹寅〉
〈李勲〉

長薦

謝兆昌,花 尚

哲備

拉自

凱音布

賀爾渾

呂朝潤

遭色

劉安国

伊拉恰

洪之傑

房廷正

劇占

戴通

蒋鳴梧

任現

厳曽渠

布爾海

王承枯

江葉

顧鐸

阿爾養

顧素

余泰来

色爾里

周士皇

劉柱

赫雅図

張泰交

陳斉永

劉瀕

赫寿

陳嘉績

那岱

常綬

遭色

河東

楊維喬,穆成格

常書
何元英

朱尚義
斉世布

鞠殉
徐詰武

傅廷俊
曽寅

黄斐
傅劇塔

何嘉祐
馬爾漢

満　
李時謙

覚羅勒信
図納吟

法爾恰
都惟謙

索里
格爾特

奏図
法特吟

勒貝
麻色

赫明徳
頼都

蘇克済
常寿

節什
呉大禅

沙渾
馬爾泰

劉子章
孫柱

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20'

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

吉慶
〃

〃

〃

ク

〃

〃

〃

普福
〃

吉慶

普福
〃

〃

高恒
〃

〃

〃

〃

〃

〃

普福
ク

〃

尤抜世
〃

李質頴
〃

〃

〃

〃

伊齢阿
〃

寅著
伊齢阿

〃

伊拉斉
〃

〃

〃

麗柱
〃

高恒
〃

吉慶

倭赫
普福

官著
〃

〃

〃

〃

〃

金輝
達色

高誠
ク

〃

〃

〃

〃

李質頴

西寧
〃

〃

〃

ク

〃

〃

〃

〃

〃

〃

衆神保
〃

〃

〃

慶恩
楊作新
西寧

薩晧岱
〃

〃

西寧
〃

那俊

(西寧)薩吟岱

薩吟岱
〃

〃

李質頴
〃

〃

〃

〃

達 色

(普 福),(薩 吟岱)

固世衡

〃

瑞齢
〃

〃

〃

〃

〃

〃

巴延三

〈雅徳〉



45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

雍正元

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

乾 隆元

2

3

4

5

6

7

8

〈曹寅〉

〈李煎〉

〈曹寅〉

〈李煎〉

〈曹寅〉

〈李煎〉
〃

〃

李陳常
〃

〈李照〉
〃

張応 詔

〃

〃

〃

魏廷珍
謝賜履

鳴爾泰
〃

〃

〃

〃

〃

伊拉斉
〃

高斌
〃

〃

〃

ヂ会一

三保

〃

〃

準泰
〃

〃

ク

訥音布

桑格
斉什

温達理
常保

穆恰連
侃満

希禄
楊保

田文鏡

談尚腎
〃

連肖先
股達礼

莫爾洪
孫塔
傅費

葬鵠立
〃

〃

顧珠,馬 礼善

葬鵠立,鄭禅宝
〃

〃

斎士斎
〃

郭礼

(兼管天津妙関)
三保

〃

〃

準泰

官達

(安寧)(伊拉斉)

三保
〃

〃

(傅清)伊拉斉

呵吟善

巴克善

特黙徳

覚羅常泰

徳貝

蓑保柱

関保柱

鳴世図

海保

花色

阿吟納

張国陳

野庫

涯国弼

宗燕

朱之遅

股徳納

傅寧 く年奨発〉

〈年莫発〉川陳総督

〈馬喀〉西安布政使

〈許容〉西安按察使
〈塞欽〉西安按察使
〈碩色〉西安按察使

〃

〃

〈碩色〉西安布政使
〃

〈楊秘〉西安布政使
〃

〈程仁士斤〉西安布政使

孫嘉澄

蘇赫臣

定柱
〃

〃

〃

白起図,尚 琳

吉慶
〃

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

〃

図明阿

伊齢阿
〃

全徳
〃

〃

徴瑞

全徳
〃

〃

〃

〃

巴寧阿,董 椿

董椿

蘇樗額

〃

伊齢阿

西寧,徴 瑞

徴瑞
〃

〃

穆騰額
〃

〃

〃

〃

〃

〃

巴寧阿,徴 瑞

徴瑞

方維旬

凡例 〈 〉兼管

()暫 理

〈喀寧阿〉

〈雅徳〉〈謬尚忠〉

〈農起〉
〃

〃

〈伊桑阿〉

〈福松〉〈勒保〉

〈明興〉

〈海寧〉

典拠両淮 …同治「両淮塩法志」巻三四、職官三

長盧…嘉慶「長盧塩法志」巻一四、職官下

河東…乾隆「河東塩法備覧」巻三、官職門



表6乾 隆年間塩政を歴任 したもの

三保

伊拉斉

普福

高恒

伊齢阿

徴瑞

李質頴

長盧塩政→両淮塩政→長盧塩政

両淮塩政→長盧塩政

両淮塩政→長盧塩政→両淮塩政→(離任)→両淮塩政

長盧塩政→両淮塩政

両淮塩政→(離任)→両淮塩政→長盧塩政

長盧塩政→両淮塩政

河東塩政→両淮塩政

表7複 数の関を歴任あるいは塩政を歴任 したもの

康煕年間

丹代

観音保

遭色

桑格

来保

常寿

雍正,乾 隆年間

高斌

海保

三保

唐英

準秦

安寧

伊拉斉

倭赫

普福

高恒

尤抜世

金輝

薩恰岱

方体浴

徳魁

伊齢阿

寅著

全徳

徴瑞

盛住

李質頴

李永標

麗柱

西寧

蘇樗額

准安関→両淮 塩政

専海関26年,57年

長薩塩政16年,44年

濟壁関→准安関

漕塁関33年,42年

両潅塩政→河東塩政

蘇州織造(濡 壁関)→両淮 塩政

河東塩政→蘇州織造 雍正8,乾 隆元

長薩塩政→両淮 塩政→長薩塩政

長直塩政→淮安関 ⇒九江関→専海関→九江関

長薩塩政→准安関→両淮 塩政

長薩塩政→1許壁関,乾 隆4,18

両淮塩政→准安関→男海関→長藍塩政→准安関

准安関→長薩塩政

准安関→両淮 塩政→長薩塩政→両淮塩政(乾20)→ 准安関→蘇州織造→両淮 塩政

長薩塩政一・淮安関→(張 家口)→准安関→両淮塩政

鳳陽関→九江関→専海関→両淮塩政

蘇州織造→長藍塩政

河東塩政→蘇州織造

再海関一・准安関

専海関(31.39)

九江関→准安関→両潅塩政→准安関→両淮塩政→長薩塩政→両淮 塩政

准安関→両淮 塩政→准安関

九江関→蘇州織造→准安関→両淮 塩政(49.53)→ 九江関

准安関→長薩塩政→両淮 塩政→准安関→蘇州織造

身海関→淮安関

河東塩政→両淮 塩政→専海関

専海関→鳳陽関

長薩塩政→鳳陽関

河東塩政→長萱塩政

専海関→両淮 塩政



こ
れ
ら
の
表
の
中
で
、
い
ま

一
つ
注
目
す
べ
き
事
柄
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
二
つ
の
史
料
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

奏
為
恭
謝
天
恩
事
、
霜
、
奴
才
荷
蒙
恩
旨
、
傍
管
准
関
税
務
、
奴
才
兄
西
寧
、
又
蒙
皇
恩
巡
視
河
東
塩
政
。
(「乾
隆
棺
」
第

一
〇
輯
、
四
七
〇

頁
、
乾
隆
二
十
年
正
月
八
日
、
管
理
准
安
関
税
務
郎
中
高
恒
)

普
福
与
臣
胞
兄
高
誠
、
係
児
女
姻
親
、
臣
受
恩
至
深
至
重
。
臣
兄
高
誠
、
西
寧
現
皆
獲
罪
。
(
同
前

第

一
八
輯
、
二
三
四
頁
、
乾
隆
二
十
八

年
六
月
二
十
日
、
高
晋
)

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
高
恒
と
西
寧
は
弟

・
兄
の
関
係

(胞
兄
弟
の
可
能
性
あ
り
)
で
あ
り
、
高
晋
と
高
誠
は
胞
兄
弟
で
あ
る
。
高
晋
は
高
恒
の
従

兄
で
あ
麺
か
ら
、
高
誠
も
高
恒
と
は
胞
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
も
、
普
福
は
、
こ
れ
ら
と
姻
親

の
関
係
に
な
る
の
で
あ
る
。
西
寧
と
高
誠
の
就

任
し
た
官
を

『乾
隆
棺
」
に
よ
っ
て
検
索
し
列
挙
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

高
誠

乾
隆
16

山
海
関
監
督

28

長
盧
塩
政

(33
ま
で
)

西
寧

乾
隆
16

河
東
塩
政

28

杭
州
織
造

(南
北
新
関
兼
管
)

35

長
盧
塩
政

ま
た
、
両
江
総
督

・
江
南
河
道
総
督
と
し
て
有
名
な
高
晋
も

一
時
期
、
江
寧
織
造
を
経
験
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
高
恒
の

一
族
は
、
乾
隆
年
間
、
塩
政
関
差

・
織
造
等
の
利
権
の
多

い
ポ
ス
ト
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
ポ
ス
ト
に
お
け
る
高
氏
勢
力
の
伸
長
は
、

高
模
貧
縦
負
恩
、
若
此
、
較
伊
父
高
恒
尤
甚
、
不
能
念
係
慧
賢
皇
貴
妃
之
姪
、
高
斌
之
孫
。

と
見
え
麺
よ
う
に
、
高
恒
の
姉
妹

(則
ち
高
斌
の
娘
)
が
乾
隆
帝
の
貴
妃
に
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
乾
隆
帝
の
寵
遇
も
う
け
、
ま
た
、
そ
れ

に
よ
っ
て
官

界
内
部
で
も
大
き
な
力
を
持

っ
て
い
た
こ
と
に
関
係
す
る
よ
う
で
あ
る
。
大
関
関
差

・
塩
政
ポ
ス
ト
が
旗
人
の

一
部
に
独
占
さ
れ
る
と

い
う
乾
隆
中
期
以
降
を
象
徴
的
に
表
わ
し
た
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

塩
政
の
差
遣
傾
向
の
時
代
に
よ
る
変
化
は
、
大
関
関
差
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
軌
を
同
じ
く
し
、
康
煕
年
間
に
は
任
期

一
年
で
更
代
す
る
原
則
を
ほ
ぼ
忠



実

に
守

り
再

任

・
重

任

は

ほ
と

ん

ど

見

ら

れ

な

か

っ
た

。

し

か

し

、

雍

正

期

以

降

に

は
大

関

の

監
督

及
び

塩

政

の
差

遣

に

お

い

て

こ

の
原

則

は
全

く

く
ず

れ
再

任

・
重

任

が

頻

出

す

る
よ

う

に
な

り

任

期

は

長

期

化

し

た

。

こ
う

し

て
関

差

・
塩

政

の
ポ

ス
ト

は

、

ご

く
狭

い
範

囲

の
人

間
　

し

か
も

共

通

の
人

間

に
よ

っ
て
占

め

ら

れ

る

よ

う

に
な

る

が

、

そ

の
中

で
高

恒

・
普

福

の

属

す
高

氏

一
族

は

、

か

な

り

の
比

重

を

し

め

る

一
族

だ

っ
た

の

で

あ

る
。

こ

う

し

た
高

恒

・
普

福

が

相

継

い

で
同

一
の
ポ

ス
ト

に

着

く

と

い
う

こ
と

が
両
淮

塩

引

案

と

い
う

こ

の
事

件

の
発

覚

を

遅

ら

せ

た

こ
と

は
間

違

い
な

く
、

し

か
も

、

こ

の
時

期

、

同

じ

く

高

氏

に
属

す

る

高

晋

が

、

塩

政

を
総

覧

す

る
立

場

に

あ

る
両

江
総

督

の
地

位

に

つ
い

て

い

た

と

い

う

こ

と
も

、
事

件

を

発

覚

し

に
く

く

し

た

と

い
え

る

で
あ

ろ

う

。

乾

隆

年

間

に

お

け

る
塩

政

の
任

期

の
長

期

化

は

、

一
方

で
は

、

経

験

あ

る

人

間

の

登

用

に

よ

っ
て

、

よ

り

円

滑

な
業

務

運

営

、

あ

る

い

は
税

収

入

の
増

大

を

も

た

ら

し

た
と

考

え

ら
れ

る

が

、

又

一
方

で
は

、

長

期

化

し

た

ゆ

え

の
非

合
法

的

行

為

例

え
ば

私

的

な
営

運

生

息

銀

の
貸

付

な
ど

の

構

造

的

に
複

雑

な
手

段

に
よ

る

行

為
　

を

も

生

み

だ

す

可

能

性

を

も

つ
も

の

で
も

あ

っ
た

と

い
え

る

で

あ

ろ

う

。

註(
1
)

拙
稿

「清
代
准
安
関

の
構
成
と
機
能

に

つ
い
て
」

(
「
九
州
大
学
東
洋
史
論

集
」

第

一
四
号
、

一
九
八
五
年

)
。

(
2
)

佐
伯
富
氏

『清
代
塩
政

の
研
究
』
(
東
洋
史
研
究
会
、

一
九
五
六
年
刊
)
第

三
章

、
第

一
節
参

照
。

(
3
)

こ
の
事
件

に

つ
い
て
は
、
既

に
佐
伯
富
氏

が

「清
代

に
お
け
る
塩
務

の
疑
獄

に

つ
い
て
」

(
『東
方
学
』

三
二
号

、

一
九
六
六
年
、
「
中
国
史
研
究
』

第

二
巻

、

一
九
七

一
年

、
東
洋
史
研
究
会
刊
所
収

)
で
取

り
上
げ

ら
れ
て
い
る
が
、
近
年
、
『
宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
」
が
台
湾

か
ら
刊
行

さ
れ
、
新
た
な
史
料
を
扱

う
こ
と

が
可
能
と

な
り
、
ま

た
、
事
件
を
生
み
だ
し
た
官
僚
と
塩
商

の
関
係

に
つ
い
て
も
、
氏
と
筆
者

の
間
に
は
、
解
釈

に
差
異

が
あ
り
、
再
び
取

り
上
げ

て
検
討

す
る

必
要
が

あ
る
と
思

わ
れ
る
。

(
4
)

註
(
2
)書

、
二
二
八
頁

、
第

五
章
第

三
節
。

(
5
)

「宮
中
棺
乾
隆
朝
奏
摺
」

(以
下

「乾
隆
棺
」

と
略
し
、
ま
た

「
宮
中
楢
雍

正
朝

奏
摺
」

は

『雍

正
棺
」

と
略

す
)
第

三
〇
輯

、
六
六
四
頁

、
乾
隆

三
十

三
年
五

月
二
十

日
、
両
淮

塩

政
尤

抜
世

の
奏
摺

に
初
出
。

こ
れ
が

五
月
末

日
ま
で
に
は
皇

帝

の
も
と

に
届

い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
高
宗
実
録
』

に
初
出

す
る

の
は
六
月
七

日
で
あ

る
。

(
6
)

「実
録
」
乾
隆
三
十
三
年
六
月
癸
亥
。

(
7
)

同
右

、
乾
隆

三
十
三
年
六
月
辛
已
。

(
8
)

同
右

、
同
年
六
月
壬
午
。

(
9
)

『乾
隆

楢
」
第
三

一
輯
、

二
〇
七
頁
、
乾
隆
三
十
三
年
七
月

二
日
、
江
蘇
巡
撫
彰

宝
。



(
10
)

「実
録
」
乾
隆
三
十
三
年
七
月
癸
已
。

(
11
)

同
右

、
同
年
八
月
丙
辰
。

(
12
)

「乾
隆
棺
」

三

一
輯
、
五
五

一
頁
、
乾
隆
三
十
三
年
八
月
十

一
日
、
江
蘇
巡
撫
彰

宝

・
両
淮
塩
政
尤
抜
世

。

(
13
)

「実
録
」
乾
隆
三
十
三
年
九
月
丁
酉
。

(
14
)

同
右

、
同
年
九
月
戊
戌
。

(
15
)

同
右

、
同
年
六
月
辛

已
。

(
16
)

註

(
13
)
に
同

じ
。

(
17
)

「実
録
』
乾
隆

三
十

三
年

八
月
丙
辰
。

(
18
)

同
右

、
同
年

八
月
乙
酉
。

(
19
)

「乾
隆

棺
一
第

三

一
輯
、

二
九

二
頁

、
江
蘇
巡
撫
彰
宝

に

盧

見
曽
尚
有
借
給
商
人
程
永
益
等
銀
両
、
在
楊
営
運
等
情
。
…

(
中
略
)
…
拠
商
人
程
永
益
之
子
、
程
樹
首
報

、
乾
隆

二
十
四
年

十
月
内

、
伊

父
程
永
益
存

日
、
立
券
借
盧
見
曽
銀
五
千
雨
…
…
。

と
あ
る
。
営
運
生
息
銀

に

つ
い
て
は
、
第

四
節

で
扱
う
予
定

で
あ
る
。

(
20
)

「清
稗
類
紗
」
中
華
書
局
版
第

三
冊

、
獄
訟
類

「
両
淮
塩
引
案
」

に
よ
れ
ば
、
彼
は
処
刑

の
前

に
獄
死
し
た
と
の

こ
と

で
あ
る
。

(
21
)

「実
録
」
乾
隆

三
十

三
年
七
月
癸

巳
。

(
22
)

同
右

、
同
年
七
月
己
酉

。

(
23
)

『乾
隆

楢
」

第
三

一
輯

、
三
五
三
頁

、
乾
隆
三
十
三
年
七
月
十
七

日
、
劉
統
勲
。

(
24
)

同
治

「
両
淮
塩
法
志
」
巻

三
四
、
職
官

三
。

(
25
)

「
乾
隆
椹
』

第
三

一
輯

、
二
七
四
頁

、
乾
隆

三
十

三
年
七
月

八
日
、
彰
宝

に
は
、

拠
洪
肇

根

・
涯
煮
供
称

、
楊
重
英

、
託
交
商
等
、
代
為
営
運
銀
両
、
有

一
分
五
厘
起
息
者
、
有
止
係

一
分
起
息

者
。
乾
隆
三
十

一
年
歳
底
止

、
応
得
利
息
銀

両
、
業

経
楊
重
英
支

取
詑

、
自

三
十

二
年
正

月
起

、
至
本
年
六
月
底
止
、
商
人
洪
肇
根
名
下
該
利
銀
、

二
千
五
百
両
、
連
本
共
存
銀
、

}
万
三
千

五
百
両

、

商
人
涯
姦
名
下
該
利

銀
、
三
千

八
百
両

、
連
本
共
存
銀

二
万
三
千

八
百
両
、

二
共
本
利
銀
三
万
七
千
三
百
両
。

と
あ
る
。

(
26
)

「清
稗
類
紗
』

「
両
淮
塩
引
案
」
。
な
お
、
上
書

の
中

の
傅
桓

の
奏

の
も
と
と

な

っ
た
と
推
測

さ
れ
る
も

の
が

「乾
隆
棺
』
第
三

一
輯

、
五

五
四
頁

、
乾
隆

三
十

三
年
八
月
十

一
日
、
彰

宝

・
尤

抜
世

に
あ
る
。



(
27
)

「
清
史
稿
」
中
華
書

局
版
巻

三
三
九

に
ょ
る
。

(28

)

乾
隆

「
准
関
統
志
」
巻

八
、
推
使

で
は

「嬢
黄
旗
人
」

と
あ

り
、
同
治

「
両
淮
塩
法
志
」

巻
三
四
、
職
官

で
は

「
正
黄
旗

人
」

と
あ
る
。

(
29
)

二
十
二
年

・
二
十

三
年

の
間

は
両
淮

塩
政

に
よ
り
兼
管
。

(
30
)

乾
隆

「准
関
統
志
」
巻

八
、
控

使
、
同
治

「
両
淮
塩
法
志
」
巻
三

四
、

「長
盧
塩
法
志
」
巻

一
四
、
職
官

下
、
及
び

「
乾
隆
椹
」

に
よ

る
。
普
福

に
は
管
見

の

限
り
伝
が
な
く
、
乾

隆
十
四
年

以
前
の
経
歴

は
わ
か
ら
な
い
。

(
31
)

濤
壁
関
に
お
け
る
監
督
就
任

の
傾
向

は
、
香
坂
昌
紀
氏

「
清
代
濤
塁
関

の
研
究
I
」
(
「
東
北
学
院
大
学
論
集
」

歴
史

学

・
地
理
学
第

三
号
、

一
九

七
二
年

)
参

照
。

(
32

)

こ
れ
以
前
は
、
満
漢
併

用
の
時

期
で
も
あ
り
、
ま
た
、
記
録
が

よ
く
残

っ
て
も

い
な

い
の
で
年
次
が
不
明
確

で
、

こ
こ
で
は
検
討

し
な

い
。

(
33
)

「
雍
正
会
典
」
巻

五
二
、
戸
部

、
関
税

に
、

康
煕
五
十
五
年
、
北
新

・
凧
陽

・
天
津

三
関
監
督

、
題
報
欠
額
奉
旨
、
倹
監
督
任
満
、
交
巡
撫
監
収
。

と
あ
る
。
な
お
、
淮
安
関

が
五
十

八
年

に
河
道
総
督

の
兼
管
と

な

っ
た

(
直
接

に
は
両
河
同
知

一
人
が
管
関
す
る
)

の
は
、
同
書

に
、

議
准
、
准
関
税
務

、
於
両

河
同
知
内

、
掠
選

一
人
管
理
、
毎
年
増
節
省
浮
費
羨
余
銀
十
五
万
両
。

と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
河
道
工
事

の
財
源

を
准
安
関

に
求

め
た
た
め
で
あ

ろ
う
。

(
34
)

「
世
宗
実
録
」
康

煕
六
十

一
年

十
二
月
辛
酉

。

(
35
)

康
煕
年
間
末
期

に
両
淮
塩

政
の
任
期

が
不
定
期

に
な

っ
て
い
る
。

(
36
)

「雍
正
椹
」

第
六
輯
、
七
九
五
頁

、
雍
正

四
年
十

一
月

二
日
、
刑
部
侍
郎
黄
柄

・
河
道
総
督
斉
蘇
勒

・
蘇
州
織
造
高
斌
。

(
37
)

「清
史
稿
」

巻
三

一
〇
、
高
斌

に

「
子
高
恒

:
:
・・従

子
高
晋
」
と
あ

る
。

(
38
)

「清
史
列
伝
」

巻

一
六
、
高
斌

。


